
保護者の皆様へ 

 

 

インフルエンザに感染した後の再登校時の手続きについて 

 

 時下、保護者の皆様方におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 さて、医療機関でインフルエンザと診断を受けた場合、再登校する際には、保護者の記入

による「健康観察記録表」を提出していただいていましたが、１２月から下記のとおり変更

いたします。 

 つきましては、内容をご確認いただき、再登校時には確実に手続きを行っていただきます

ようお願いいたします。 

 なお、今回のお知らせは、医療機関でインフルエンザと診断を受けた場合、再登校時の保

護者の記入による「報告書」の取り扱いについてのみであり、医師の指示による再受診の必

要の有無については必ず医師にご確認ください。 

また、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症以外の感染症等の出席停止の扱いに

ついてはこれまでどおり再登校時には医師の記入による「証明書」が必要になります。 
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１ 学校に連絡 

条件①【発症した日の翌日を初日（１日目）として、５日間を経過】 

条件②【解熱した日の翌日を初日（１日目）として、２日間を経過】 

条件③【症状が確実に回復していること】 

※学校保健安全法施行規則に、出席停止期間が定められています。 

※医師の指示による再受診の場合があります。 

 

●医療機関受診後インフルエンザと診断された場合、インフルエンザ

で休んだ間は出席停止の取り扱い 

●医師に再登校日について確認 

２ 自宅で静養 
●医師の指示に従って自宅で静養し、「健康観察記録表」に体温や健

康状態を継続して記録 

３ 症状が回復後、再登

校の条件①②③の

すべてを満たして

いることを確認 

４ 証明書（報告書）を

学校に提出 

○再登校日の朝に上記①②③のすべての条件を満たしていることを

確認し、証明書（報告書）の保護者欄に署名のうえ、学校（担任）

に提出 

※医師による証明の必要はありません。 

手順 


